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中野区教育大綱について 

 
 
１ 中野区教育大綱の位置づけについて 
（１）教育大綱の定義 

地方自治体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策について、

その目標や施策の根本となる方針となるもので、国の教育振興基本計画にお

ける基本的な方針を参酌しつつ、地域の実情に応じて定める。 
 

（２）中野区における教育大綱の策定 
基本構想、基本構想審議会の答申、総合教育会議での議論を踏まえ区長が

策定する。 
 

２ 中野区教育大綱の論点について 
教育大綱に盛り込む内容の論点については、別紙のとおり。 

 

３ 策定にかかる今後の手順（予定） 

総合教育会議で内容協議……平成２７年９月から１１月 

教育大綱素案作成……………平成２７年１２月 

素案にかかる意見交換会……平成２８年２月 

教育大綱案作成………………平成２８年３月 

案にかかるパブリックコメント手続き……平成２８年４月 

教育大綱策定…………………平成２８年６月 

 

 

 

 



教育大綱の論点について 

 

（１）一人ひとりが自己の良さを発揮できる学校教育の充実 

 

（２）子どもたちの丈夫な体と豊かな心が育まれる、幼児教育・子

育て環境の充実 

 

（３）地域で適切な支援が行われる子育て支援の充実 

 

 

 

（４）区民の主体的な学習活動が行われる生涯学習環境の充実 

 

（５）それぞれの適正に応じて主体的に取り組めるスポーツ・健康

づくりの充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）学校、子育て施設の改善による、快適な教育・子育て環境づ

くり 

 

（７）教育・子育て施策を支える持続可能な財政基盤の確保 

 

前回の総合教育会議で提示した項目 

①学校教育 

学校における、自ら学び、考え、行動する力の育成。保育園・幼稚園・小学

校・中学校の連携教育の推進。多様な価値観を受容し、相互に尊重しあう

心の教育への注力。知・徳・体の均衡ある教育の実施。社会貢献や規範意

識の向上 

 

②地域との連携 

学校、家庭、地域の絆の尊重と地域に支えられ、地域に開かれた学校づく

りの推進。子どもたちの健やかな育ちを支援する環境づくり 

 

③生涯学習、スポーツ・健康づくり 

人々が主体的に参画する、自己実現を図る活動、互いに支え合う活動を行

うための基盤整備。東京オリンピック、パラリンピックを契機とした主体的な

健康づくり・スポーツ活動の意欲増進 

 

④学習機会の確保 

障害者（児）、子育て家庭、低所得世帯、幼児から若者、高齢者まで、すべ

ての人々へのライフステージに応じた学習機会の確保 

 

⑤社会変化への対応・多様な主体や地域資源の活用 

情報化・グローバル化の進展など社会変化への柔軟な対応。学校、地域団

体、家庭、民間事業者、大学など多様な主体の連携。地域人材、区の歴史

文化・伝統文化等の地域資源の活用 

 

⑥教育・子育て施設 

安全・安心で快適な、学びの場、子育ての場、遊びの場づくり 

 

⑦施策を支える財政基盤 

教育施策の充実のため、将来需要の適切な把握と、施策目標の達成状況

や区財政の見通しを踏まえた、計画・実施・評価・改善の行政運営サイクル

による持続可能な行財政の運営 

教育委員会での議論を反映 
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